
広域観光周遊ルート形成促進事業

訪日外国人旅行者の地方への誘客を図るため、複数の広域観光周遊ルート形成計画を認定して、地域が推進
する取組をパッケージで支援し、海外に強力に発信。

各ルートでの取組例
•マーケティング調査
•計画策定（専門家の招へい等を含む）
•観光資源の磨き上げ
•受入環境整備（多言語表示など）

広域観光周遊ルート形成計画の認定状況
平成２７年６月１２日に、７ルートの計画を認定
平成２８年６月１４日に、４ルートの計画を追加認定
（全国１１ルート）

①「アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし 北・海・道」
（「プライムロード ひがし北・海・道」推進協議会）

②「日本の奥の院・東北探訪ルート」
（東北観光推進機構）

③「昇龍道」
（中央日本総合観光機構）

④「美の伝説」
（関西広域連合、関西経済連合会、関西観光本部）

⑤「せとうち・海の道」
（せとうち観光推進機構）

⑥「スピリチュアルな島～四国遍路～」
（四国ツーリズム創造機構）

⑦「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」
（九州観光推進機構）

⑧「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」
（きた北海道

広域観光周遊ルート推進協議会）
⑨「広域関東周遊ルート「東京圏大回廊」」

（関東観光広域連携事業推進協議会）
⑩「縁の道～山陰～」

（山陰インバウンド機構）
⑪「Be. Okinawa 琉球列島周遊ルート」

（Be. Okinawa 
琉球列島周遊ルート形成推進協議会）

えん

平成２７年６月１２日認定（ ） 平成２８年６月１４日認定（追加）（ ）

•海外プロモーションの実施
•広域周遊ツアーの企画・販売
• その他広域での地域共通の取組 等

（注）上段「 」はルートの名称、下段（ ）は計画の実施主体
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広域観光周遊ルート形成促進事業のスキーム

広域観光周遊ルート形成計画の募集 （国）

広域観光周遊ルート形成計画の作成に当たり、対象地域や業実施体制等の要件を提示

事業実施体制の構築

等

訪日外国人旅行者の周遊の促進による地域の活性化

観光関係団体 経済団体市町村 旅行会社 交通事業者都道府県

関係省庁・関係機関の支援
認定された広域観光周遊ルートを
関係省庁・機関が支援

広域観光周遊ルート形成計画の策定

大臣認定

世界に誇れる
広域観光周遊ルート

検討委員会
（有識者委員会）

募集

（地域）

認定基準
• テーマ性・ストーリー性のあるコンセプト
• 効率的に周遊するためのルート
• 関係者が連携した事業実施体制 等

事業の実施

観光庁によるパッケージ支援
国が事業費用の一部を負担

意見
申請



広域観光周遊ルート形成計画の記載事項の例（イメージ図）

名称・コンセプト

事業実施体制

• ルートの名称

＜主題（英訳付・例：○○ルート）、副題（例：日本固有の○○を巡
る○○ルート）＞

• コンセプト

• 広域観光拠点地区における訪日外国人旅行者の来訪及び滞在に
関する現状及び課題

• 目標の設定
• 成果把握の方法

広域観光周遊ルート形成促進事業の概要

• 広域で取り組む事業（主なもの）

• 広域観光拠点地区又は主要ゲートウェイ施設で取り組む事業（主
なもの） 広域観光拠点地区

：主要ゲートウェイ施設

• 申請者（責任主体） 例：○○協議会
• 事務局（連絡先）
・構成員 例：地方公共団体、観光関係団体、民間事業者等

※連携体制と役割分担を記入。

計画期間

【参考】
• 広域観光周遊ルート形成促進事業と連携して実施する事業
• 広域観光促進地域における主なツアーの例 等

○年（上限５年）

対象地域

主要広域観光ルート

広域観光促進地域

○○空港

○○空港

○○駅

○○港

○○駅

○○県

目標設定・成果把握


